
（平成１６年３月末時点）

事業区分
事業名
事業主体

（所在地）
中止理由

厚別
あつべつがわ

川準用河川改修事業

北海道札幌市

（北海道
ほっかいどう

　札幌市
さっぽ ろし

）

　今後の改修予定区間においては、近年の離農傾向に伴って、
特に農業資産の減少が著しく、事業費に対する効果が低いため
事業を中止する。

高瀬川
たかせがわ

広域基幹河川改修事業（高

瀬川）

長野県

（長野県
ながのけん

　大町市
おおまちし

等
とう

）

　侵食防止のための根固め等の施設は必要ではあるが、計画流
量に対して護岸工は完成しており、緊急性が低いことから、事
業を中止する。

松川広域基幹河川改修事業（百々
どどがわ

川工区）

長野県

（長野県
ながのけん

　須坂市
　すざかし

）

　残区間の背後地は畑地で浸水時の被害影響が小さいことに加
え、地元調整が難航し事業休止の状態であることから、事業を
中止とする。

諏訪
　すわ

地区低地対策河川事業（舟渡
　ふなと

川
がわ

）

長野県

（長野県
ながのけん

　諏訪市
　す　わ　し

）

　当改修事業は、地盤沈下に伴う河道内への土砂押出し及び流
下能力不足による浸水被害の解消であるが、既に計画高水位ま
での改修が進み治水効果が得られている状態で平成11年度から
休止状態となっており、事業費に対する効果が低いため、事業
を中止とする。

瀬戸川
せ と が わ

都市基盤河川改修事業

京都府

（京都府
き ょ うと ふ

　京都市
き ょ う と し

）

　下流から延長見合いで７５％の工事が完成し一定の治水効果
を発揮している。未改修区間においては，景観上の配慮が求め
られる地域でもあり、かつ、事業の緊急性も低いことから、事
業を中止とする。

松田
ま つ だ

川
がわ

広域基幹河川改修事業(稗
ひえ

田
だ

川
がわ

）

高知県

（高知
こ う ち

県
けん

　宿毛
す く も

市
し

）

　改修打ち切り区間より上流の左岸側は、山付け区間となり家
屋への越水の影響がないこと。また、右岸側についても、国道
５６号の地盤が高く家屋への越水の影響がないことから、事業
を中止する。

大
おお

谷
たに

川
がわ

高潮対策事業

高知県

（高知
こ う ち

県
けん

　高知
こ う ち

市
し

）

　本事業については、河床掘削を残し休止中であり、合流部下
流河川の久万川が平成１２年度に中止となったことから、河床
掘削の実施される目処が立っていない。現状で、50年に１度発
生するであろう洪水に対しての改修については、概成している
ため、事業を中止する。

ダム事業
土器川
ど き が わ

総合開発事業

四国地方整備局

（香川
か が わ

県
けん

　琴南町
ことなみちょう

他）

　利水の目処が立たないことから､特定多目的ダム事業である土
器川総合開発事業は中止する。
　なお､今後､土器川の治水･利水･環境の問題に関しては、河川
整備計画を策定する中で流域の意見を踏まえて検討する。

座津武
ざ つ ん

ダム建設事業

沖縄総合事務局

（沖縄
おきなわ

県
けん

　国頭村
くにがみそん

）

　座津武ダムが水資源開発施設として必要性がなくなったこと
から、特定多目的ダム事業としての同事業を中止する。

戸倉
と く ら

ダム建設事業

水資源機構

（群馬県
ぐ ん ま け ん

　利根郡
と ね ぐ ん

　片品
かたしな

村
むら

）

　すべての新規利水予定者より事業から撤退する意向が示され
たことから、水資源機構が実施する治水・利水共同事業として
の戸倉ダム建設事業を中止する。
　地元の振興対策等については、国土交通省及び水資源機構が
関係機関と相談をして、積極的に支援する。
一方、利根川の治水対策においては、上流ダム群の整備が遅れ
ており、戸倉ダムで計画した治水対策は依然として必要な状況
にある。
　利根川全体の治水安全度の向上のため、既設ダム群の再編等
が有効であり、現在、利根川上流ダム群再編事業が実施計画調
査中であることから、この中で戸倉ダムの治水対策部分も含め
て検討を行う。

磯崎
いそざき

生活貯水池建設事業

青森県

（青森県
あおもりけん

　西津軽郡
にしつがるぐん

　深浦町
ふかうらまち

）

治水と利水の両面の必要性を併せ持つことから緊急性が高く事
業を進めてきたが、水道事業の撤退により、利水の必要性が無
くなり、治水上はボトルネック部の改修を行うことにより、県
内同規模河川並みの現況治水安全度が確保できることから、当
面、事業の緊急性が薄れたため事業を中止する。

中止事業について

河川事業

参考
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ダム事業
新田川
に い だ が わ

ダム建設事業

福島県

（福島県
ふ くしまけん

　原町市
は ら ま ち し

）

　利水上は、当面の水需要に対してダムによる水資源確保の必
要性がなくなったこと、また、治水上は、河川改修事業により
近年最大であった平成元年８月の洪水にほぼ対応できるため、
利水に併せて多目的ダムとして整備する緊急性がなくなったこ
とから、事業を休止するという県の対応方針を踏まえ国庫補助
を中止する。

東大芦川
ひがしおおあしがわ

ダム建設事業

栃木県

（栃木県
とち ぎ け ん

　鹿沼
か ぬ ま

市
し

）

　治水・利水上の必要性はあるが、ダム完成が大幅に遅れ、治
水・利水計画に支障を来すことから、治水は段階的な河川改修
で、利水は思川開発事業により代替が可能であり、事業費の縮
減も可能ともなることから、事業を中止する。

佐梨川
さなしが わ

ダム建設事業

新潟県

（新潟県
にいがたけん

　北魚沼郡
きたうおぬまぐん

　湯之谷
ゆ の た に

村
むら

）

　発電事業者の撤退により治水事業の負担額が増加し、費用に
見合う効果が得られない状況となったため、事業を中止する。

三
み

用
よ う

川
がわ

総合開発事業（三用川生活

貯水池）

新潟県

（新潟県
にいがたけん

　南魚沼
みなみうおぬま

郡
ぐん

　大和町
や ま とま ち

）

　地質調査の結果から、ダムサイト・ダム型式の変更による事
業費の増加により、費用対効果が得られない状況となったた
め、事業を中止する。

長安
ながやす

口
くち

ダム貯水池保全事業

徳島県

（徳島県
とくしまけん

　那賀郡
な か ぐ ん

　上
かみ

那賀
な か

町
ちょう

）

　本事業は、堆砂の進行が著しい長安口ダムにおいて、堆砂濁
水対策計画として貯水池への進入路及び土捨て場等の建設で
あった。
　事業は、掘削運搬が可能な貯水池への進入路まで完成した
が、土捨て場の建設については、土捨て場である荒谷におい
て、貴重種が発見され自然環境を保全すること等から、流域住
民の合意を図ることが困難な状況となった。
　よって本事業は、貯水池への進入路の建設で終了することと
なった。
　今後のダムの堆砂濁水対策については、河川整備計画を策定
する中で幅広く検討する。

釈迦院
しゃ か い ん

ダム建設事業

熊本県

（熊本県
くまもとけん

　中央町
ちゅうおうまち

）

　地質調査など詳細な調査を進めた結果、必要となる事業費が
増大し、費用に見合う効果が得られなくなったとともに、他の
治水代替策が経済的に有利となったため、事業を中止する。

高浜
たかはま

生活貯水池建設事業

熊本県

（熊本県
くまもとけん

　天草郡
あまくさぐん

　天草
あまくさ

町
まち

）

　地質調査など詳細な調査を進めた結果、必要となる事業費が
増大し、他の治水代替策が経済的に有利となったため、事業を
中止する。

道路・街路
事業 主要道道　静内

しずない

中札内
なかさつない

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　静内町
しずないちょう

　・中札内村
なかさつないむら

）

　北海道の「道道静内中札内線（道管理区間）の未改良区間において
は、当分、新規の改築工事を行わない」との判断により、本路線への
新たな交通需要を見込むことができず、幹線道路としての整備効果を
期待することはできなくなったことから事業を中止する。

一般道道　上
かみ

猿払
さるふつ

清
きよ

浜
はま

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　猿払村
さるふつむら

　・稚内市
わっかないし

）

上猿払清浜線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大で
あるため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めな
いことから事業を中止する。

一般道道　板谷
いたや

蕗之台
ふきのだい

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　中川町
なかがわちょう

　・幌加内町
ほろかないちょう

）

板谷蕗之台線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大で
あるため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めな
いことから事業を中止する。

一般道道　夕張
ゆうばり

厚真
あつ ま

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　夕張市
ゆうば りし

　・厚真町
あつまちょう

）

夕張厚真線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大であ
るため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めない
ことから事業を中止する。

一般道道　増毛
ま しけ

当別
とうべつ

線

北海道開発局

（北海道
ほっかいどう

　増毛町
ましけちょう

　・当別町
とうべつちょう

）

増毛当別線（開発道路）の残る区間は、残事業量が多大であ
るため事業期間が長期におよぶことや費用対効果が見込めない
ことから事業を中止する。

道路改築事業

（国道３７１号龍神
りゅうじん

四
よん

バイパス）

和歌山県

（和歌山県
わかやまけん

　日高郡
ひだかぐん

　龍神村
りゅうじんむら

）

　本事業は、県土の活性化や均衡ある発展のために、橋本市か
ら新宮市間を結ぶ国道371号の道路整備として必要不可欠な事業
である。
　しかし、現在、龍神村と中辺路町を結ぶネットワークとし
て、県道龍神中辺路線が大きな役割を果たしており、その結
果、これまで進めてきた龍神四バイパス事業の緊急な整備の必
要性が低下し、他の未整備区間への重点整備の必要から事業を
中止する方針とした。
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道路・街路
事業 一般県道　西

にしの

ノ島
しま

海
あ

士
ま

線　島
どう

前
ぜん

大
お

橋
おはし

島根県

（島根県
しまねけん

　西
にしの

ノ島町
しまちょう

、海士町
あまちょう

）

島内の道路整備を優先する必要があること、事業費が多大であ
り他の離島事業への影響が大きいこと、厳しい財政状況にある
ことから、島前大橋の建設を進めることは極めて難しい環境下
にあり、本事業を『休止』とする県の対応方針を踏まえ、国庫
補助を中止する。

高崎
たかさき

渋川
しぶかわ

線
せん

群馬県

（群馬県
ぐんまけん

　高崎
たかさき

市
し

）

　長野新幹線開業に伴う在来線のダイヤ改正により当該踏切遮
断時間が減少し、立体交差を図る緊急性が薄れたこと及び踏切
の立体化について地元の合意形成にさらなる時間を要す見込み
であるため事業を中止とする。

公園
こうえん

線
せん

外
ほか

一線
いっせん

長野県

（長野
ながの

県
けん

安曇
あずみ

群
ぐん

豊科
とよしな

町
ちょう

）

　西側の隣接区間の道路整備について、地域住民との合意形成
にさらなる時間を要する見込みであり、事業着手の目途が立っ
ていない。よって、国道１４７号との交差点以西の区間の整備
を現在行っても整備効果が十分に発揮されないため、同交差点
より西側の区間については事業を中止とする。
　ただし、国道１４７号との交差点以東の改良はＨ１５年度中
に整備を行い、供用する。

東小千谷北
ひがしおぢやきた

地区土地区画整理事業

東小千谷北
ひがしおぢやきた

土地区画整理事業組合

（新潟県
にいがたけん

　小千谷市
お ぢ や し

）

地価の下落、宅地需要の減少等により事業収支が合わなくなっ
たこと等により組合員の合意形成が困難となり事業の進捗が見
込めないこと、当該事業の停滞が関連事業（国道事業等）の遅
延の原因となっていることなどから、事業を中止する。

長内
おさない

地区
ち く

土地区画整理事業

久慈市
く じ し

（岩手県
いわてけん

　久慈市
く じ し

）

地権者の合意形成が困難で事業の進捗が見込めないこと、当該
事業が河川改修等の遅延の原因となっていることから、新たな
整備方策を検討することとし、事業を中止する。

伊勢原
い せ は ら

駅
えき

北口
きたぐち

Ａ街区
が い く

市街地再開発

事業

伊勢原駅北口Ａ街区市街地再開発

事業組合

（神奈川
か な が わ

県
けん

　伊勢原
い せ は ら

市
し

）

地価の下落により事業化の目処が立たなくなったとともに、権
利者の合意形成が困難となったため、事業を中止する。

記念
きね ん

橋
ばし

周辺
しゅうへん

地区市街地再開発事業

記念橋周辺地区市街地再開発事業

組合

（愛知
あいち

県
けん

　瀬戸
せ と

市
し

）

権利者の合意形成が難航し、地区内で計画していた公益施設
（国際博との関係で遅延できないものであった）の建設が単独
で行われるなど、事業化の目処が立たなくなったため、事業を
中止する。

坂出
さかいで

駅北口地区市街地再開発事業

坂出駅北口地区市街地再開発事業

組合

（香川
かがわ

県
けん

　坂出
さかいで

市
し

）

経済状況の低迷を受けて、商業床の保留床処分先が決まらない
等事業化の目処が立たないことから、事業を中止する。

西小倉
に しこくら

駅
えき

前
まえ

第
だい

１地区市街地再開発

事業

西小倉
に しこくら

駅前
えきまえ

第
だい

１地区市街地再開発

事業組合

（福岡
ふくおか

県
けん

　北九州市
きたきゅうしゅうし

）

権利者の合意形成が難航するとともに、経済状況が悪化したの
を受けてキーテナントが撤退する等事業進捗が見込めないこと
から、事業を中止する。

港湾整備事業
佐世保港
さ せ ぼ こ う

　前畑
まえはた

地区

多目的国際ターミナル整備事業

九州地方整備局

（長崎県　佐世保市）

当該多目的国際ターミナルは、長崎県北部の地域振興のために
必要かつ重要なターミナルである。しかしながら、社会経済情
勢の変化等に伴い現時点では直ちに大型船の顕著な利用が見込
めず航路・泊地の増進の緊急性が高くないことや、厳しい財政
状況下における事業の優先順位、事業の進捗状況などを勘案
し、ターミナルの暫定供用を図り主に中型船が利用する岸壁と
して有効利用することを優先しつつ、航路・泊地浚渫事業は一
旦中止とした。

土地区画整理
事業

市街地再開発
事業
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港湾整備事業
浜田
は まだ

港
こう

　福井
ふ くい

地区

臨港道路整備事業

島根県

（浜田市　熱田町）

本事業については現地着工に至っていない中、港湾取扱貨物量
が十分な伸びを示していないことにより整備の緊急性等が低く
なっており、事業を一旦中止することが妥当と判断されたた
め。

佐世保
さ せ ぼ

港
こう

　轟
とどろき

地区

小型船だまり整備事業

佐世保市

（長崎県　佐世保市）

事業の必要性はあるものの、連続する廃棄物海面処分場の事業
中止により事業費が増大し投資効果が見込めないため。

三角
み すみ

港
こう

　西港
にしこう

地区

旅客対応ターミナル整備事業

（熊本県　宇土郡　三角町）

三角港西港地区は、明治三代築港の一つであり、当時の姿を残
す石積ふ頭、水路等が現存している。このような中、本事業は
築港当時利用されていた３基の浮桟橋のうち、１基について復
元することで進められてきたが、整備後の遊覧船発着場として
の利用を考慮した場合、構造上の制約から当時の形状に復元す
るのは困難であるとともに、重要文化財の指定を受けたことも
あり、当該浮桟橋の復元については更なる検討のための時間が
必要と判断したため。

清水
しみ ず

港
こう

　日
ひ

の出
で

地区

港湾緑地整備事業

　（静岡県　清水市）

現在、休止を余儀なくさせられている用地取得については、今後も用
地買収が困難であることから、事業中止が妥当であると判断された。
なお、整備済みの部分については所要の目的が達成されるよう全体
計画を見直した。

三河
みかわ

港
こう

　神野
じん の

地区

港湾緑地整備事業

　（愛知県　蒲郡市）

神野西ふ頭における社会情勢の変化により、当該緑地の整備をやむ
なく中止することとした。なお、三河港としての緑地の整備要請は引き
続き強いことから、港湾計画を改訂し、新たに大崎地区において緑地
を確保することとしている。

佐世保
さ せ ぼ

港
こう

　轟
とどろき

地区

廃棄物埋立護岸整備事業

　（長崎県　佐世保市）

佐世保港前畑地区多目的国際ターミナル整備事業（国直轄）の事業
中止に伴い、浚渫土砂処分が必要なくなったため。

東栄元中子線
とうえいもとなかこせん

小千谷市

（新潟県
にいがたけん

　小千谷
お ぢ や

市
し

）

住宅市街地基盤整備事業は、住宅宅地供給を促進するために関
連して必要となる公共施設等の整備について補助する事業であ
り、補助の前提となる住宅宅地事業（土地区画整理事業）が事
業中止となったため。

町
ちょう

道
どう

小田
お だ

小浜線
おばません

隼人町

（鹿児島県
か ごしまけん

　隼人
は や と

町
ちょう

）

住宅市街地基盤整備事業は、住宅宅地供給を促進するために関
連して必要となる公共施設等の整備について補助する事業であ
り、補助の前提となる住宅宅地事業の進捗が当面見込めないた
め。

町
ちょう

道
どう

小田
お だ

西
にし

線
せん

隼人町

（鹿児島県
か ごしまけん

　隼人
は や と

町
ちょう

）

住宅市街地基盤整備事業は、住宅宅地供給を促進するために関
連して必要となる公共施設等の整備について補助する事業であ
り、補助の前提となる住宅宅地事業の進捗が当面見込めないた
め。

都市基盤整備
公団事業 新川崎

しんかわさき

地区（土地区画整理事業）

都市基盤整備公団

（神奈川県
かながわ けん

　川崎市
かわさきし

・横浜市
よこは まし

）

川崎市が打ち出した、新駅設置を前提とした土地区画整理事業
の事業中止の方針を受け、今後、市の都市計画決定及び事業要
請を受ける目処がたたないことから、事業中止とする。

住宅市街地
基盤整備事業
（旧住宅宅地
関連公共施設
等総合整備事

業）
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都市基盤整備
公団事業 小山田

お や ま だ

地区
ち く

（土地区画整理事業）

都市基盤整備公団

（東京都
とうきょうと

　町田
まちだ

市
し

）

社会経済情勢の変化により、当地区での大量の宅地需要は見込
めないことから、本事業を中止する。

八王子
は ちおうじ

川口
かわぐち

地区
ち く

（土地区画整理事

業）

都市基盤整備公団

（東京都
とうきょうと

　八王子
は ちおうじ

市
し

）

社会経済情勢の変化により、前回の再評価時と比較して一層施
設用地需要が低迷していることから、本事業を中止する。

南山
みなみやま

第二
だいに

地区
ち く

（土地区画整理事

業）

都市基盤整備公団

（兵庫県
ひょうごけん

　加東郡
か とうぐん

　東条
とうじょう

町
ちょう

）

隣接する南山地区に相当量の未処分宅地があり、当地区での宅
地需要は見込めないことから、本事業を中止する。

木津
き づ

北
きた

・東
ひがし

地区
ち く

（土地区画整理事

業）

都市基盤整備公団

（京都府
きょうとふ

　相楽郡
そうらくぐん

　木津
き づ

町
ちょう

）

関西文化学術研究都市としての位置付けがあるものの、隣接す
る地区に今後供給予定の宅地が相当量あること、更に同地区に
比べ交通条件が厳しいことから、公団による大量の宅地供給を
主要な目的とする本事業は中止する。
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